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スタッフ研修用資料 
＜スタッフへの研修資料としてご活用ください＞ 
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個別機能訓練加算Ⅱは、利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等を厚生労働省に LIFE を用いてデ

ータ提出し、フィードバックを受け、サービスの質の向上を図るなど、活用することが算定要件です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専従の機能訓練指導員が直接実施。 

心身機能、活動、参加にバランスよく働きかける目標を設定。 

個別対応または5人までの小集団に実践的訓練を実施。 

  
（イ）の要件にプラスして、同一時間帯に専従の機能訓練指導員

を 1名以上配置。 

  

※Ⅰ（イ）または（ロ）の上乗せ評価（LIFE 活用加算）。 

  月に 1回算定 

個別機能訓練加算について 

76 

❶ （イ）の場合、専従の機能訓練指導員が必要（従事する時間は問わない） 

（ロ）の場合、（イ）の基準にプラスして同一時間帯に専従の機能訓練指導員を 1名以上配置（従事する時間は問

わない） 

➋ 機能訓練指導員が 1名しかいない時間帯は（ロ）は算定できない 

➌ 看護職員は、機能訓練指導員になれる（ただし、機能訓練指導員として従事している時間は看護職員の配置時

間に含めない） 

➍ 病院等との契約で派遣された看護師は、「看護職員」としての配置なので、機能訓練指導員にはなれない 

➎ 管理者は加算要件の機能訓練指導員と兼務（同一時間帯に 2職種を担う）はできないが、時間を分ければ可

（例：9～11は管理者、12～14は機能訓練指導員、14～18は管理者等。具体的取り扱いは各自治体に問い

合わせること 
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事業所内外の実地的環境下で実践的かつ反復的な訓練を個別対応または 5 人までの小集団で実施

する。 
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個別機能訓練加算について 

1. デイは機能訓練をする場所 

   通所介護事業所は、「機能訓練を行う」ことが定められています。 

通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は

向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るも

のでなければならない。 

    (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第 7章第 92条) 

 

   そもそも、デイサービスは機能訓練をしなければいけない場所です。 

 

2. 訓練目的について 

 (1) 自宅で本人の能力に応じた日常生活ができるように生活機能の維持・改善を 

目指す。 

 (2) 利用者の社会的孤立感の解消、家族の心身負担の軽減も同時に図る 

 

   機能訓練は本人・家族の支援のためにするサービスです。 

 

3. 厚生労働省は全員に算定することを推奨している。 

 

 

   国は、全員に加算算定することが原則と述べています。 

 

4. 一人ひとりに合わせて実施すること 

運動が苦手な方、運動に慣れていない方や抑うつがある方、認知症でトレーニング内容

の理解が困難な方など、ご利用者の状況はさまざまです。日常活動の中で訓練する、レク

の中で訓練するなど、一人ひとりに合わせた介入が必要となります。 
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動画資料 
＜集団訓練プログラム＞ 
＜動画内で使用している資料です。動画を見ながらご活用ください＞ 
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